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○ 確定申告について 

 ・ ｅ－Ｔａｘのご利用について 

ｅ－Ｔａｘでは、税務署に出向くことなく、様々な手続きがご利用になれます。 

（例）インターネットを利用して所得税、消費税などの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請などの 

各種手続、税金の納付（ダイレクト納付やインターネットバンキング、ペイジー（Ｐａｙ－ｅａｓｙ） 

対応のＡＴＭを利用した全ての税目） 

◇ 所得税等の確定申告をｅ－Ｔａｘで行う場合、生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力し 

て送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます（法定申告期限から５年 

間保存しておく必要があります。）。 

◇ 自宅や税理士事務所からｅ－Ｔａｘで還付申告を行う場合、書面で提出した場合より、還付金を早く受 

 け取ることができます。 

◇ e－Ｔａｘで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です（電子ファイルでの 

交付のほか、書面での交付も請求できます。）。 

また、スマートフォンやタブレット端末からでも納税証明書の交付請求が行えます（税務署窓口で受け取 

れます。）。 

詳しくは、ｅ－Ｔａｘホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp又は  ｅ－Ｔａｘ   検索 ）をご覧ください。 

パソコン及びスマホサイトは、こちらのコードからもご利用になれます。 

    国税相談専用ダイヤル：０５７０－００－５９０１ ※ナビダイヤル 

 

 

 

 

・ 確定申告に関するご相談について 

所得税の確定申告・年末調整に関する疑問は、国税庁ホームページ税務相談チャットボットの「税務職員ふ 

  たば」にご相談ください。 

お問合せ内容をメニューから選択するか、文字を入力いただくことにより、人工知能（ＡＩ）を活用して自 

動でお答えします。土日・夜間でもご利用いただけます。 

なお、熊本国税局では、令和６年１月１５日（月）から令和６年３月１５日（金）までの間、所得税、消費 

税及び贈与税の確定申告に関する電話相談に対応するため、「確定申告電話相談センター」を開設しています。 

最寄りの税務署又は「国税相談専用ダイヤル」に電話していただき、音声ガイダンスに従って「０」番を選 

択した後、ご用件をお話ください。相談会場や受付時間などのお問合せについては、専用オペレーターがお答 

えし、お問合せの内容によっては電話を転送の上、職員等がお答えします。 

おかけいただく時間帯によっては、つながりにくい場合や少々お待ちいただく場合がありますので、あらか 

じめご了承願います。 

また、確定申告以外の国税に関する相談は、「国税相談専用ダイヤル」でも対応可能です。自動音声案内によ 

りご案内しますので、相談税目番号を選択していただくと、電話相談センターの職員がご相談をお受けします。 

「国税相談専用ダイヤル」につながりにくい場合は、最寄りの税務署に電話していただき、音声ガイダンス 

に従って「１」番を選択していただくと電話相談センターの職員が相談をお受けします。 

おって、ｅ－Ｔａｘ・確定申告書等作成コーナーにおける初期設定や操作方法など、ご不明な点がありまし 

  たら、「ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」をご利用下さい。音声ガイダンスに従って番号を選択した後、 

専用オペレーターがお答えします。 

    国税相談専用ダイヤル：０５７０-００-５９０１ ※ナビダイヤル 

    ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク：０５７０-０１-５９０１ ※ナビダイヤル 

                       ０３-５６３８-５１７１  
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○ 贈与と税金 

令和５年中に個人から贈与により取得した財産の価額の合計額が１１０万円を超える方は、令和６年３月１５ 

日（金）までに贈与税の申告と納税が必要です。 

なお、過去に父母等からの贈与について相続時精算課税制度を適用して申告した方は、その父母等から贈与に 

より取得した財産の価額の合計額が１１０万円以下の場合であっても贈与税の申告が必要です。 

また、父母等から贈与を受けた方（令和５年１月１日現在で１８歳以上の方）は、特例税率により税額が軽減 

される場合があります（この場合、申告書に戸籍謄本などの書類を添付する必要があります。）。 

このほか、贈与を受けた住宅取得等資金が非課税となる特例や、配偶者から居住用財産等の贈与を受けた場合 

の配偶者控除の特例などもあります。 

申告書は、ご自宅などから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成することがで 

き、作成した申告書は、「国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）」で送信することもできますので、是非 

ご利用ください。 

詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp又は 国税庁   検索 ）をご覧ください。 

 国税相談専用ダイヤル：０５７０-００-５９０１ ※ナビダイヤル 

 

○ 土地・建物や金地金を売ったとき 

土地や建物などを売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与所得などの他の所得と区分して計算（分離譲渡 

所得）することとなり、売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いた譲渡所得金額に税率を掛けて計算します。 

なお、土地や建物の所有期間が、売った年の１月１日現在で５年を超えるかどうかにより、適用する税率が異

なります。 

このほか、金地金を売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与所得などの他の所得と合算して計算（総合譲

渡所得）することとなり、売った金額から取得費、譲渡費用のほか、特別控除額（年間５０万円）を差し引いた

金額を他の所得に合算して計算します。 

なお、金地金の所有期間が、売った日現在で５年を超えている場合は、計算した譲渡所得の金額の２分の１を

他の所得に合算します。 

申告書は、ご自宅などから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成することがで

き、作成した申告書は、「国税電子申告・納税システム（ｅ－Ｔａｘ）」で送信することもできますので、是非

ご利用ください。 

詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp又は 国税庁   検索 ）をご覧ください。 

国税相談専用ダイヤル：０５７０-００-５９０１ ※ナビダイヤル 

 

○ 納税証明書を請求される方へ 

例年、２月・３月は、確定申告などのため税務署の窓口が大変混雑し、納税証明書の発行に時間がかかる場合 

があります。請求は、なるべくこの時期を避けていただきますようお願いします。 

なお、パソコンやスマートフォンからｅ－Ｔａｘを利用してＰＤＦファイル形式による電子納税証明書の交付 

請求を行うことで、税務署に出向くことなく受取までの手続きを行うことが可能です。 

また、受け取ったＰＤＦファイルの電子納税証明書は、自宅等のプリンタから何枚でも印刷して使用すること 

ができます。 

詳しくは、ｅ－Ｔａｘホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp 又は  ｅ－Ｔａｘ   検索  ）をご覧 

ください。 

国税相談専用ダイヤル：０５７０-００-５９０１ ※ナビダイヤル 
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○ 「にせ税理士」にご注意 

税理士でない人が、税務代理、税務書類の作成及び税務相談といった税理士業務を行うこと（いわゆる「にせ 

税理士」行為）は、税理士法で固く禁じられています。 

所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書や決算書などの税務書類の作成や税務 

相談を依頼する場合は、税理士であること（「税理士証票」を携行し、「税理士会員章（バッジ）」を付けていま 

す。）をご確認ください。 

「にせ税理士」へ相談することは、あなた自身に不測の損害を与えるおそれがありますので、十分にご注意く 

ださい。 

 「にせ税理士」についての概要はこちらから確認できます。 

詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。 
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〇 税務署の内部事務のセンター化について 

 

  熊本国税局では、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務（※）を専担部署（業務センター）で集約

処理する「内部事務のセンター化」を実施していますので、下記の事項について、御理解と御協力をお願いいた

します。 

 なお、内部事務のセンター化は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではありません。 

（※）内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容等についての照会文書の発送などの事務をいいます。 

 １ 業務センターへの申告書・申請書等の提出 

  内部事務のセンター化の対象となっている税務署に、申告書・申請書等を提出する場合は、以下のとおり御

対応をお願いいたします。  

・ ｅ－Ｔａｘ（データ）により提出する場合は、所轄税務署へ送信願います。 

・ 書面により提出する場合は、業務センターへ郵送願います。 

注（１）税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、その際は、所轄税務署に提出いただく

ようお願いいたします。 

（２）書面の申告書・申請書等を、業務センターへ直接持ち込むことはできません。 

 ２ 業務センターから納税者・税理士の皆様への問合せ 

  業務センターでは、納税者や税理士の皆様に対し、内部事務を処理するため、電話や文書により問合せをさ

せていただくことがあります。 

 ３ その他の案内 

   次の事項は、業務センターでは対応しておりません。 

  ・ 国税に関する御相談（納付に関する御相談を含みます。） 

  ・ 税務署の窓口で対応している納税証明書の交付、閲覧申請、情報公開、現金による国税の納付 

  ・ 申告書・申請書等の用紙の送付依頼 

 

４ 熊本国税局において、内部事務のセンター化の対象となっている税務署は、下表のとおりです。 

詳しくは、熊本国税局ホームページ（ 熊本国税局   検索 ）をご覧ください。 

◇ パソコン及びスマホから（https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/shokai/center/jimu.htm） 

パソコン及びスマホサイトは、こちらのコードからもご利用になれます。         

 

 

 

 

名 称 熊本国税局業務センター 

所在地 

〒８６２－８７２１ 

熊本市東区東本町１６番２８号 

（令和６年１月４日（木）から庁舎を移転し業務を行っております。） 

対象署 熊本西署・熊本東署・八代署・人吉署・天草署・山鹿署・宇土署・阿蘇署 

行政指導事務等の集約処理 

熊本国税局業務センターにおいては、上記税務署の内部事務のほか、一部の

行政指導事務等について、熊本国税局管内全署分の照会文書や通知書の発

送、電話照会を集約処理しています。 


